
遺産総額

700

配偶者：あり 配偶者：あり 配偶者：あり 配偶者：なし 配偶者：なし 配偶者：なし

子供   ：1人 子供   ：2人 子供   ：3人 子供   ：1人 子供   ：2人 子供   ：3人

6000 万円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円

7000 万円 0 円 0 円 0 円 100 万円 0 円 0 円

8000 万円 100 万円 0 円 0 円 250 万円 100 万円 0 円

9000 万円 200 万円 100 万円 0 円 400 万円 200 万円 100 万円

1億円 350 万円 200 万円 100 万円 600 万円 350 万円 200 万円

１億 2000 万円 650 万円 450 万円 325 万円 1,100 万円 650 万円 450 万円

１億 4000 万円 1,000 万円 750 万円 575 万円 1,700 万円 1,000 万円 750 万円

１億 6000 万円 1,400 万円 1,100 万円 875 万円 2,300 万円 1,400 万円 1,050 万円

１億 8000 万円 1,900 万円 1,450 万円 1,225 万円 3,100 万円 1,900 万円 1,400 万円

2億円 2,500 万円 1,900 万円 1,625 万円 3,900 万円 2,500 万円 1,800 万円

3億円 5,800 万円 4,600 万円 4,000 万円 7,900 万円 5,800 万円 4,500 万円

4億円 9,800 万円 8,100 万円 7,050 万円 12,300 万円 9,800 万円 7,700 万円

5億円 13,800 万円 11,700 万円 10,550 万円 17,300 万円 13,800 万円 11,700 万円

10億円 37,100 万円 33,300 万円 31,150 万円 42,300 万円 37,100 万円 31,900 万円

相続税は、原則として『正味の遺産額』が『基礎控除額』以下であれば、かかりません。

★『相続税の総額』の早見表（子供だけが相続した場合）

 配偶者が相続した場合には、上記の表より軽減されます。（配偶者の税額軽減）

※配偶者が実際に取得した正味の遺産額が１億6000万円までか、正味の遺産額の法定相続分に相当する金額までは

相続税はかかりません。
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遺 産 総 額 
死亡保険金 

死亡退職金 

生前贈与 

財産等 

正味の遺産額 非課税財産 葬式費用 債 務 

課税遺産総額 基礎控除額 

相続税の総額 1

2

3

4

相 続 税 の 計 算 

＝   5000万円 ＋ 1000万円  ×  法定相続人の数 

お問い合せ：０４７－３０８－５６６１ 


